
（「ふるさと納税」制度による寄附金）（「ふるさと納税」制度による寄附金）

◆ふるさと納税制度とは

青　森　県

自らが生まれ育った地域や、関わりが深い地域を
応援したいみなさんの想いにお応えするもので、
応援したいとお考えの県や市町村に寄附をした
場合に、現在お住まいの自治体の住民税（県民
税・市区町村民税）から、寄附金額に応じて一定額
を控除するものです。

東北新幹線東京～青森全線開業 東北新幹線東京～青森全線開業 
「はやぶさ」「はやぶさ」

東北新幹線東京～青森全線開業 
「はやぶさ」

あおもりふるさと寄附金あおもりふるさと寄附金あおもりふるさと寄附金あおもりふるさと寄附金あおもりふるさと寄附金



都道府県・市区町村に対する寄附金のうち、2,000円を超える部分について、個人住民税所得割額の
概ね1割を上限として、所得税と合わせてその全額を控除

◆ふるさと納税制度のあらまし

右ページにある寄附申出書に必要事項をご記入の上、お送りください。
寄附申出書をホームページからダウンロード

右ページをご参照ください。
入金後、県より寄附証明書を発行・郵送

証明書は、確定申告の際に必要
所得税の確定申告

※　寄附は青森県を応援いただくみなさまの善意に基づく自発的なものであり、寄附金募集をかたっての寄附の強要や詐欺
行為には十分ご注意ください。
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寄附した年の翌年度分の
個人住民税から控除

寄附申出書

＜東京都在住で青森県出身のＡさんが青森県に寄附した場合の例＞
　給与収入700万円・夫婦子2人（うち1人特定扶養）　所得税の限界税率10％、住民税額293,500円

手続の流れ

①申　込⑦税額控除

⑥所得税の還付

②郵送等

③払込み⑤提出

④郵　送

連　絡

寄附した年の翌年の3月15日まで寄附した年の翌年の3月15日まで寄附した年の翌年の3月15日まで

※　軽減額は、寄附者の家族構成や収入額等で一人ひとり異なりますのでご留意ください。



zeimu@pref.aomori.lg.jp

【金融機関からのご入金】

【現金書留】

【クレジット収納】 Yahoo! 公金
支払い

手数料無料

手数料無料

ふるさと青森への応援メッセージ
（自由記入欄）

青森県内40市町村への寄附も対象となります。詳しくはそれぞれの市町村にお問い合わせください。
※この申出書は下線部分を修正して県内市町村への申出書として使用することができます。

あたたかい
心のこもった申出、
ありがとうだワン！

017-734-8008

ひとこと
ヨロシクね！

□
□



＜より詳しいご案内・お問い合わせはこちらへ＞
青森県総務部税務課　総務・企画グループ
〒030-8570 青森市長島1-1-1
電話 017-734-9064（直通）　FAX 017-734-8008
メールアドレス zeimu@pref.aomori.lg.jp 

　みなさまからお寄せいただいた寄附金は、
東日本大震災に係る災害対策や次のような
県の重点施策に活用する予定です。
　多くのみなさまからの篤いご支援、よろしく
お願いします。

http://www.pref.aomori.lg.jp/life/tax/025_01furusatoindex.html

公金支払い

クレジットカードで寄附できますクレジットカードで寄附できますクレジットカードで寄附できます

《ふるさと寄附金の使いみち（例）》


	1
	2
	3
	4

